
2025.10 広島市テニス協会 

 

選手登録のためのランク基準 

 広島市テニス協会への選手登録は次の基準に従って行ってください。各クラスの登録基準を満たす

場合はそのクラスで登録してください。 

 初めて登録される場合は，年度途中でのランク変更・ランク降格は原則できませんのでお気をつけ

ください。なお，各クラスの限定大会(Ｂ級シングルス選手権など)は，そのクラスに登録している場合

のみ出場することができます。 

 

※上表の規定に関わらず各大会のエントリー数により運営側で昇格規準を変更することがある。 

※全日本選手権(予選を含む)、国民体育大会、全日本都市対抗テニス大会本大会、全日本学生選手

権(インカレ)に選手として出場したことがある者は A 級登録とする。 

※日本女子テニス連盟広島県支部での登録級がある者はこれを準用する。 

※一般，ジュニアともに，他県において，上記の成績があれば該当級での登録となる。 

※自主的に各級に登録することは可能であるが、次の者はＤ級への登録はできない。 

県，市テニス協会主催の以下の大会で次の成績を収めた者。 

 

大  会  名 種 目 成 績 

広島市夏･春オープン選手権 シングルス ベスト１６ 

広島市夏･春オープン選手権 ダブルス ベスト８ 

広島県知事杯 シングルス ベスト１６ 

広島県知事杯 ダブルス ベスト８ 

広島県ダブルス選手権 ダブルス ベスト４ 

国民体育大会広島県予選 シングルス ベスト１６ 

 

一　般
大会名 種目 エントリー数 A級昇格要件 B級昇格要件 C級昇格要件

広島市Ｂ級シングルス選手権 シングルス 優勝，準優勝

広島市Ｂ級ダブルス選手権 ダブルス 優勝

広島県ダブルス選手権　B級 ダブルス

エントリー数192以上 ベスト８

エントリー数96以上192未満 ベスト４

エントリー数48以上96未満 優勝・準優勝

エントリー数48未満 優勝

エントリー数192以上 ベスト８

エントリー数96以上192未満 ベスト４

エントリー数48以上96未満 優勝・準優勝

エントリー数48未満 優勝

広島県ダブルス選手権　C級 ダブルス

エントリー数192以上 ベスト１６

エントリー数96以上192未満 ベスト８

エントリー数48以上96未満 ベスト４

エントリー数48未満 優勝・準優勝

エントリー数192以上 ベスト１６

エントリー数96以上192未満 ベスト８

エントリー数48以上96未満 ベスト４

エントリー数48未満 優勝・準優勝

広島県ダブルス選手権　D級 ダブルス

中国四国学生選手権 シングルス ベスト１６

関東学生選手権，関西学生選手権 シングルス ベスト６４

その他の各地区学生選手権 シングルス ベスト３２

広島県学生選手権 シングルス ベスト４ ベスト１６

広島市Ｃ級シングルス選手権 シングルス

広島市Ｃ級ダブルス選手権 ダブルス

広島市Ｄ級シングルス選手権 シングルス

広島市Ｄ級ダブルス選手権 ダブルス

その大会で県協会が指定した基準に準ずる

その大会で県協会が指定した基準に準ずる

その大会で県協会が指定した基準に準ずる



運用方法

・５月、１月に昇級を発表します。

５月 秋季BCD大会より適用となります。

１月 次年度の春季BCD大会より適用となります。

　　対象試合は、試合結果掲載日、エントリー開始日によって変更することがあります。

・２回勝つことが条件です。（W.O.での勝ち上がりは含みません。エントリー数が少ない場合の対応含む。）

・初めて市に登録の場合は、前２年度の戦績での級となります。

（例）2026年度登録の場合、2025年度、2024年度の戦績

※広島市ＢＣＤ級の大会に関しては、ジュニアも次年度の昇級となります。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

2月

次年度春季BCD級大会

エントリ―開始

６月

秋季BCD級大会

エントリ―開始

夏季高校生

秋季小学生

冬季中学生

RSK杯（県）

中牟田杯（県）

選抜室内（県）

広島OP（県）

県総体

（高体連）

選手権

（高体連）

新人戦

（高体連）

春季小学生

春季中学生

春季高校生

全小（県）

全日本（県）

国スポ（県）

全中（県）

全国選抜（県）

MUFG（県）

５月発表 秋季大会より適用 １月発表 次年度春季大会より適用

※過去２年間に，ジュニアの次の大会に出場し，次の成績を収めた者。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジュニア
大会名 種目 A級昇格要件 B級昇格要件 C級昇格要件

国民体育大会広島県予選少年・少女の部 シングルス 優勝・準優勝 ベスト８ ベスト３２

シングルス 優勝・準優勝 ベスト８ ベスト３２

ダブルス 優勝 ベスト４ ベスト１６

シングルス 優勝・準優勝 ベスト８ ベスト３２

ダブルス 優勝 ベスト４ ベスト１６

シングルス 優勝・準優勝 ベスト８ ベスト３２

ダブルス 優勝 ベスト４ ベスト１６

シングルス ベスト８ ベスト３２ ベスト６４

ダブルス ベスト４ ベスト１６ ベスト３２

広島地区1年生大会 シングルス ベスト４ ベスト１６ ベスト３２

シングルス 優勝・準優勝 ベスト８ ベスト１６

ダブルス 優勝 ベスト４ ベスト８

広島市春季、秋季小学生テニス選手権(オープンの部) シングルス ベスト４ ベスト８

全国・中国大会につながるU18の広島県予選 シングルス 優勝・準優勝 ベスト８ ベスト３２

全国・中国大会につながるU16・U15の広島県予選 シングルス ベスト４ ベスト１６

全国・中国大会につながるU14・U13の広島県予選 シングルス 優勝・準優勝 ベスト８

全国・中国大会につながるU12の広島県予選 シングルス ベスト８

全国中学生選手権広島県予選 シングルス ベスト４ ベスト１６

全国小学生選手権広島県予選 シングルス ベスト８

広島市春季、夏季高校生テニス選手権

広島県高等学校テニス選手権大会

広島市春季、冬季中学生テニス選手権

広島県高等学校テニス新人大会個人の部

広島県高等学校総合体育大会テニス競技個人の部



ベテラン 

・ベテランについては，次の条件に該当する者。 

ランク 条      件 

４０歳 本年度の１２月３１日現在で４０歳以上になっているもの。 

４５歳 本年度の１２月３１日現在で４５歳以上になっているもの。 

５０歳 本年度の１２月３１日現在で５０歳以上になっているもの。 

５５歳 本年度の１２月３１日現在で５５歳以上になっているもの。 

６０歳 本年度の１２月３１日現在で６０歳以上になっているもの。 

 

 

<付則> 

・この基準は，昭和５６年１月１日から施行する。 

・昭和５８年２月２６日一部改正。 

・昭和５９年３月１０日一部改正。 

・昭和６０年３月２２日一部改正。 

・平成２年３月１７日一部改正。 

・平成１３年１月一部改正。 

・平成１５年１月一部改正。 

・平成１６年３月一部改正。 

・平成１７年３月一部改正。 

・平成１８年１月一部改正。 

・平成１９年１月一部改正。 

・平成２０年１月一部改正。 

・平成２４年１月一部改正。 

・平成２８年１月一部改正。 

・平成２９年１月一部改正。 

・平成３１年１月一部改正。 

・令和７年１月一部改正。 

・令和７年４月一部改正。 

・令和７年１０月一部改正、令和８年度より適用。 

 

 

 

 

 



 登録ランクの降格について  

 

 登録ランクは原則として降格できません。ただし，以下の条件を満たす場合に限って降格を認

める場合があります。 

 

  ＜降格の条件＞ 

   ・５年以上選手登録をしていない。または，ブランクがある。ただし，その間，県・市・女

子連の大会に参加していない場合に限る。 

   ・ベテランにおいては、４５歳以上になれば降格できる。ただし，次の基準に従う。 

また，ここでの各級は前年度の登録級を意味する。 

①Ａ級：４５歳になれば B 級に降格できる。又５５歳になれば C 級に登録できること

とする。 

Ｂ級：４５歳になれば C 級に降格できる。又５５歳になれば D 級に登録できること

とする。 

Ｃ級：D 級まで降格できる。 

②一旦降格した場合は，原則としてその後 3 年間は降格できない。ただし，５５歳以

上で A 級から B 級に降格した場合には，次年度 C 級に降格することができる。ま

た、５５歳以上で B 級から C 級に降格した場合についても，次年度 D 級に降格す

ることができる。 

③一旦降格した後に昇級した場合は，昇級後 5 年間は降格できない。 

 

    

降格を希望される場合は，「降格願い」(協会 HP にあります)を提出していただき，競技委員会

においてこれを受理するかどうか決定します。また，年度途中でのランク降格は認めません。 

不正なランク登録が発生した場合，協会において検討し，クラブに対するペナルティ等を検討

します。大会に参加する選手の皆さんが気持ちよくプレーできるように，公正なランクでの選手

登録をするようお願いします。 

 

 

＜付則＞ 

・平成 13 年 1 月改正。 

・平成 24 年 1 月改正。 

・平成 25 年 3 月一部改正。 

・平成 28 年１月一部改正。 

・令和４年１月一部改正。 

・令和７年１０月一部改正、令和８年度より適用。 


